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議案第６３号 

 

東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

   基準を定める条例及び東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 

   する基準を定める条例の一部改正について 

 

                         （こども未来部保育課）  

 

１ 改正の理由 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、特定地域型保育事業者及び家庭的保育事業者等の保育内容支援及

び代替保育に係る連携協力の見直しその他所要の規定の整理を行おうとするもの

である。 

２ 改正の内容 

 (1) 特定地域型保育事業者及び家庭的保育事業者等（以下「特定地域型保育事業

者等」という。）の保育内容支援及び代替保育に係る連携協力について、次の

とおり定める。（第１条、第２条関係） 

  ア 市長は、特定地域型保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施 

   設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全て 

   を満たすと認めるときは、保育内容支援の実施に係る連携施設の確保に関す 

   る規定を適用しないこととすることができる。 

   (ｱ) 特定地域型保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

   (ｲ) 次のａ及びｂに掲げる要件を満たすこと。 

    ａ 特定地域型保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

    ｂ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

  イ 市長は、特定地域型保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の 
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   確保が著しく困難であると認める場合であって、市長が特定地域型保育事業 

   者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じても 

   なお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であるときは、代替保育の 

   提供に係る連携施設の確保に関する規定を適用しないこととすることができ 

   る。 

 (2) 連携施設に関する経過措置を令和１２年３月３１日まで延長する。（第１

条、第２条関係） 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

児童福祉法 

第３４条の１６ 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基

準を定めなければならない。－略－ 

 

 子ども・子育て支援法 

第３４条  

２ 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の

運営に関する基準に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育

又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含

む。－略－）を提供しなければならない。 

第４６条 

２ 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に

関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。 

 



 


